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具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メン
タルヘルスに関する個人の健康情報の取扱い、事業場外資源
とのネットワークの形成やその窓口となること等、心の健
康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を果たすもの
である。
　このため、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等による
ケアに関して、次の措置を講じるものとする。
①　6（1）ウに掲げる職務に応じた専門的な事項を含む教

育研修、知識修得等の機会の提供を図ること。
②　メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき

事項を委嘱又は指示すること。
③　6（3）に掲げる事業場内産業保健スタッフ等が、労働者

の自発的相談やストレスチェック結果の通知を受けた労働
者からの相談等を受けることができる制度及び体制を、そ
れぞれの事業場内の実態に応じて整えること。

④　産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘ
ルスケアの推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス
推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任
するよう努めること。

　　事業場内メンタルヘルス推進担当者としては、衛生管理
者等や常勤の保健師等から選任することが望ましいこと。
ただし、事業場内メンタルヘルス推進担当者は、労働者の
メンタルヘルスに関する個人情報を取り扱うことから、労
働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持
つ監督的地位にある者（以下「人事権を有する者」という。）
を選任することは適当でないこと。なお、ストレスチェッ
ク制度においては、労働安全衛生規則第 52 条の 10 第 2
項により、ストレスチェックを受ける労働者について人事
権を有する者は、ストレスチェックの実施の事務に従事し
てはならないこととされていることに留意すること。

⑤　一定規模以上の事業場にあっては、事業場内に又は企業
内に、心の健康づくり専門スタッフや保健師等を確保し、
活用することが望ましいこと。

　　なお、事業者は心の健康問題を有する労働者に対する就業
上の配慮について、事業場内産業保健スタッフ等に意見を求
め、また、これを尊重するものとする。

　　メンタルヘルスケアに関するそれぞれの事業場内産業保健
スタッフ等の役割は、主として以下のとおりである。なお、
以下に掲げるもののほか、ストレスチェック制度における事
業場内産業保健スタッフ等の役割については、ストレスチェ
ック指針によることとする。
ア　産業医等

　産業医等は、労働者の健康管理等を職務として担う者であ
るという面から、事業場の心の健康づくり計画の策定に助言、
指導等を行い、これに基づく対策の実施状況を把握する。ま
た、専門的な立場から、セルフケア及びラインによるケアを
支援し、教育研修の企画及び実施、情報の収集及び提供、助
言及び指導等を行う。就業上の配慮が必要な場合には、事業
者に必要な意見を述べる。専門的な相談・対応が必要な事例
については、事業場外資源との連絡調整に、専門的な立場か
ら関わる。さらに、ストレスチェック制度及び長時間労働者
等に対する面接指導等の実施並びにメンタルヘルスに関する
個人の健康情報の保護についても中心的役割を果たすことが
望ましい。
イ　衛生管理者等

　衛生管理者等は、心の健康づくり計画に基づき、産業医等

の助言、指導等を踏まえて、具体的な教育研修の企画及び実
施、職場環境等の評価と改善、心の健康に関する相談ができ
る雰囲気や体制づくりを行う。またセルフケア及びラインに
よるケアを支援し、その実施状況を把握するとともに、産業
医等と連携しながら事業場外資源との連絡調整に当たること
が効果的である。
ウ　保健師等

　衛生管理者以外の保健師等は、産業医等及び衛生管理者等
と協力しながら、セルフケア及びラインによるケアを支援し、
教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善、労働者及
び管理監督者からの相談対応、保健指導等に当たる。
エ　心の健康づくり専門スタッフ

　事業場内に心の健康づくり専門スタッフがいる場合には、
事業場内産業保健スタッフと協力しながら、教育研修の企
画・実施、職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者
からの専門的な相談対応等に当たるとともに、当該スタッフ
の専門によっては、事業者への専門的立場からの助言等を行
うことも有効である。
オ　人事労務管理スタッフ

　人事労務管理スタッフは、管理監督者だけでは解決できな
い職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理が心の
健康に及ぼしている具体的な影響を把握し、労働時間等の労
働条件の改善及び適正配置に配慮する。
　

　（4）事業場外資源によるケア
　メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や
求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的
な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが
有効である。また、労働者が事業場内での相談等を望まない
ような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的であ
る。ただし、事業場外資源を活用する場合は、メンタルヘル
スケアに関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管
理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事
前に確認することが望ましい。
　また、事業場外資源の活用にあたっては、これに依存する
ことにより事業者がメンタルヘルスケアの推進について主体
性を失わないよう留意すべきである。このため、事業者は、
メンタルヘルスケアに関する専門的な知識、情報等が必要な
場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切
な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑
な連携を図るよう努めるものとする。また、必要に応じて労
働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に紹介
するためのネットワークを日頃から形成しておくものとする。
　特に、小規模事業場においては、8 に掲げるとおり、必要
に応じて産業保健総合支援センターの地域窓口（地域産業保
健センター）等の事業場外資源を活用することが有効である。

６　メンタルヘルスケアの具体的進め方
　メンタルヘルスケアは、5に掲げる4つのケアを継続的か
つ計画的に実施することが基本であるが、具体的な推進に当
たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組を
積極的に推進することが効果的である。

　（1）メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報
　　　提供

　　事業者は、4 つのケアが適切に実施されるよう、以下に
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掲げるところにより、それぞれの職務に応じ、メンタルヘル
スケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うよう努める
ものとする。この際には、必要に応じて事業場外資源が実施
する研修等への参加についても配慮するものとする。
　なお、労働者や管理監督者に対する教育研修を円滑に実施
するため、事業場内に教育研修担当者を計画的に育成するこ
とも有効である。
ア　労働者への教育研修・情報提供

　事業者は、セルフケアを促進するため、管理監督者を含む
全ての労働者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育
研修、情報提供を行うものとする。
①　メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
②　ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
③　セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい

態度
④　ストレスへの気づき方
⑤　ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法
⑥　自発的な相談の有用性
⑦　事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
イ　管理監督者への教育研修・情報提供

　事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者
に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提
供を行うものとする。
①　メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
②　職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③　ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④　管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
⑤　職場環境等の評価及び改善の方法
⑥　労働者からの相談対応（話の聴き方、情報提供及び助言

の方法等）
⑦　心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の

方法
⑧　事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた

事業場外資源との連携の方法
⑨　セルフケアの方法
⑩　事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑪　健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
ウ　事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供

　事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進
するため、事業場内産業保健スタッフ等に対して、次に掲げ
る項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする。
　また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進
担当者、保健師等、各事業場内産業保健スタッフ等の職務に
応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提
供を図るものとする。
①　メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
②　職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③　ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④　事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に

対する正しい態度
⑤　職場環境等の評価及び改善の方法
⑥　労働者からの相談対応（話の聴き方、情報提供及び助言

の方法等）
⑦　職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法
⑧　事業場外資源との連携（ネットワークの形成）の方法
⑨　教育研修の方法

⑩　事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法
⑪　事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法
⑫　セルフケアの方法
⑬　ラインによるケアの方法
⑭　事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑮　健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

　（2）職場環境等の把握と改善
　労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心
身の疲労の回復を図るための施設及び設備等、職場生活で必
要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と質、パワー
ハラスメントやセクシュアルハラスメント等職場内のハラス
メントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理
体制、職場の文化や風土等の職場環境等が影響を与えるもの
であり、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、
職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善は、労働者の
心の健康の保持増進に効果的であるとされている。このため、
事業者は、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から職
場環境等の改善に積極的に取り組むものとする。また、事業
者は、衛生委員会等における調査審議や策定した心の健康づ
くり計画を踏まえ、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ
等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境
を整備するなどの支援を行うものとする。
ア　職場環境等の評価と問題点の把握

　職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価
し、問題点を把握することが必要である。
　このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や
労働者からの意見聴取の結果を通じ、また、ストレスチェッ
ク結果の集団ごとの分析の結果や面接指導の結果等を活用し
て、職場環境等の具体的問題点を把握するものとする。
　事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価と問題
点の把握において中心的役割を果たすものであり、職場巡視
による観察、労働者及び管理監督者からの聞き取り調査、産
業医、保健師等によるストレスチェック結果の集団ごとの分
析の実施又は集団ごとの分析結果を事業場外資源から入手す
る等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要
因を把握し、評価するものとする。
イ　職場環境等の改善

　事業者は、アにより職場環境等を評価し、問題点を把握し
た上で、職場環境のみならず勤務形態や職場組織の見直し等
の様々な観点から職場環境等の改善を行うものとする。具体
的には、事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価
結果に基づき、管理監督者に対してその改善を助言するとと
もに、管理監督者と協力しながらその改善を図り、また、管
理監督者は、労働者の労働の状況を日常的に把握し、個々の
労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス、責任等が生じ
ないようにする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わ
せた配慮を行うことが重要である。
　また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果
が不十分な場合には取組方法を見直す等、対策がより効果的
なものになるように継続的な取組に努めるものとする。これ
らの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言
及び支援を求めることが望ましい。
　なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏
まえる必要があり、労働者が参加して行う職場環境等の改善
手法等を活用することも有効である。
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　（3）メンタルヘルス不調への気付きと対応
　メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は
軽減や労働者のストレス対処などの予防策が重要であるが、
これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、メンタルヘ
ルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適
切な対応を図る必要がある。
　このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労
働者、管理監督者、家族等からの相談に対して適切に対応で
きる体制を整備するものとする。さらに、相談等により把握
した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必
要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくこと
ができるネットワークを整備するよう努めるものとする。
ア　労働者による自発的な相談とセルフチェック

　事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気付きを
促進するため、事業場の実態に応じて、その内部に相談に応
ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の活用を図る等、
労働者が自ら相談を行えるよう必要な環境整備を行うものと
する。この相談体制については、ストレスチェック結果の通
知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやす
い環境を作るために重要であること。また、5（1）に掲げ
たとおり、ストレスへの気付きのために、随時、セルフチェ
ックを行うことができる機会を提供することも効果的である。
イ　管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対
　応等

　管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対
応するよう努める必要がある。特に、長時間労働等により疲
労の蓄積が認められる労働者、強度の心理的負荷を伴う出来
事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われ
る労働者から、話を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ
事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診
を促すよう努めるものとする。
　事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労
働者の気付きを促して、保健指導、健康相談等を行うととも
に、相談等により把握した情報を基に、必要に応じて事業
場外の医療機関への相談や受診を促すものとする。また、事
業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応、
メンタルヘルスケアについても留意する必要がある。
　なお、心身両面にわたる健康保持増進対策（THP）を推
進している事業場においては、心理相談を通じて、心の健康
に対する労働者の気づきと対処を支援することが重要である。
また、運動指導、保健指導等のTHPにおけるその他の指導
においても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げる
ことが効果的である。
ウ　労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点

　事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘル
ス不調等の労働者の心の健康に関する情報を把握した場合に
は、本人に対してその結果を提供するとともに、本人の同意
を得て、事業者に対して把握した情報のうち就業上の措置に
必要な情報を提供することが重要であり、事業者は提供を受
けた情報に基づいて必要な配慮を行うことが重要である。た
だし、事業者がストレスチェック結果を含む労働者の心の健
康に関する情報を入手する場合には、労働者本人の同意を得
ることが必要であり、また、事業者は、その情報を、労働者
に対する健康確保上の配慮を行う以外の目的で使用してはな
らない。
　さらに、労働安全衛生法に基づく健康診断、ストレスチェ

ック制度における医師による面接指導及び一定時間を超える
長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等に
より、労働者のメンタルヘルス不調が認められた場合におけ
る、事業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応についてあ
らかじめ明確にしておくことが必要である。
エ　労働者の家族による気づきや支援の促進

　労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタルヘ
ルス不調に陥った際に最初に気づくことが少なくない。また、
治療勧奨、休業中、職場復帰時及び職場復帰後のサポートな
ど、メンタルヘルスケアに大きな役割を果たす。
　このため、事業者は、労働者の家族に対して、ストレスや
メンタルヘルスケアに関する基礎知識、事業場のメンタルヘ
ルス相談窓口等の情報を社内報や健康保険組合の広報誌等を
通じて提供することが望ましい。また、事業者は、事業場に
対して家族から労働者に関する相談があった際には、事業場
内産業保健スタッフ等が窓口となって対応する体制を整備す
るとともに、これを労働者やその家族に周知することが望ま
しい。

　（4）職場復帰における支援
　メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復
帰し、就業を継続できるようにするため、事業者は、その労
働者に対する支援として、次に掲げる事項を適切に行うもの
とする。
①　衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受

けながら職場復帰支援プログラムを策定すること。職場復
帰支援プログラムにおいては、休業の開始から通常業務へ
の復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにすると
ともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関
係者の役割等について定めること。

②　職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整
備を行い、労働者に周知を図ること。

③　職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計
画的に取り組むこと。

④　労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内
産業保健スタッフ等を中心に労働者、管理監督者がお互い
に十分な理解と協力を行うとともに、労働者の主治医との
連携を図りつつ取り組むこと。

　なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要と
する場合には、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用
することも有効である。

７　メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
　メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含
む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要であ
る。メンタルヘルスに関する労働者の個人情報は、健康情報
を含むものであり、その取得、保管、利用等において特に適
切に保護しなければならないが、その一方で、メンタルヘル
ス不調の労働者への対応に当たっては、労働者の上司や同僚
の理解と協力のため、当該情報を適切に活用することが必要
となる場合もある。
　健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人
情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び関連
する指針等が定められており、個人情報を事業の用に供する
個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や
通知、目的外の取扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の
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制限などを義務づけている。また、個人情報取扱事業者以外
の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に
適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十
分留意し、その適正な取扱いの確保に努めることとされてい
る。さらに、ストレスチェック制度における健康情報の取扱
いについては、ストレスチェック指針において、事業者は労
働者の健康情報を適切に保護することが求められている。事
業者は、これらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正
な取扱いを図るものとする。

　（1）労働者の同意
　メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人
情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、事業者
はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らか
にして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から
提出を受けることが望ましい。
　また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第
三者へ提供する場合も、原則として本人の同意が必要である。
ただし、労働者の生命や健康の保護のために緊急かつ重要で
あると判断される場合は、本人の同意を得ることに努めたう
えで、必要な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留
意が必要である。その際、産業医等を選任している事業場に
おいては、その判断について相談することが適当である。
　なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべ
く本人を介して行うことが望ましく、その際には、個別に同
意を得る必要がある。
　また、ストレスチェック制度によるストレスチェックを実
施した場合、医師、保健師等のストレスチェックの実施者は、
労働者の同意がない限り、その結果を事業者に提供してはな
らない。

　（2）事業場内産業保健スタッフによる情報の加工
　事業場内産業保健スタッフは、労働者本人や管理監督者か
らの相談対応の際などメンタルヘルスに関する労働者の個人
情報が集まることとなるため、次に掲げるところにより、個
人情報の取扱いについて特に留意する必要がある。
①　産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康

情報を含む労働者の個人情報を事業者に提供する場合には、
提供する情報の範囲と提供先を健康管理や就業上の措置に
必要な最小限のものとすること。

②　産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上
の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよ
うに、集約・整理・解釈するなど適切に加工した上で提供
するものとし、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の
加工前の情報又は詳細な医学的情報は提供してはならない
こと。

（3）健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め
　健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法
令で守秘義務が課されており、また、労働安全衛生法では、
健康診断、長時間労働者に対する面接指導又はストレスチェ
ック及びその結果に基づく面接指導の実施に関する事務を取
り扱う者に対する守秘義務を課している。しかしながら、メ
ンタルヘルスケアの実施においては、これら法令で守秘義務
が課される者以外の者が法令に基づく取組以外の機会に健康
情報を含む労働者の個人情報を取り扱うこともあることから、

事業者は、衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情
報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情
報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等に
ついて、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めること
が望ましい。
　さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者
を対象に当該規程等を周知するとともに、健康情報を慎重に
取り扱うことの重要性や望ましい取扱い方法についての教育
を実施することが望ましい。

８　心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱
　いの防止
　（1）事業者による労働者に対する不利益取扱いの防止

　事業者が、メンタルヘルスケア等を通じて労働者の心の健康
に関する情報を把握した場合において、その情報は当該労働
者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事
業者が、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当
該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはなら
ない。
　このため、労働者の心の健康に関する情報を理由として、以
下に掲げる不利益な取扱いを行うことは、一般的に合理的な
ものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならない。
なお、不利益な取扱いの理由が労働者の心の健康に関する情
報以外のものであったとしても、実質的にこれに該当すると
みなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行っ
てはならない。
①　解雇すること。
②　期間を定めて雇用される者について契約の更新をしない

こと。
③　退職勧奨を行うこと。
④　不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような

配置転換又は職位（役職）の変更を命じること。
⑤　その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を

講じること。

　（2）�派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの
防止

　次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益
な取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないた
め、派遣先事業者はこれを行ってはならない。なお、不利益
な取扱いの理由がこれ以外のものであったとしても、実質的
にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱
いについても行ってはならない。
①　心の健康に関する情報を理由とする派遣労働者の就業上

の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよ
う要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該
派遣労働者の変更を求めること。

②　本人の同意を得て、派遣先事業者が派遣労働者の心の健
康に関する情報を把握した場合において、これを理由とし
て、医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考
慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。



26

９　小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組
　の留意事項

　常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メ
ンタルヘルスケアを推進するに当たって、必要な事業場内産
業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような事業
場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場
内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域
産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極
的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタルヘルス
ケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積
極的に実施することを表明し、セルフケア、ラインによるケ
アを中心として、実施可能なところから着実に取組を進める
ことが望ましい。

10　定義
　本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次
に定めるところによる。
①　ライン
　　日常的に労働者と接する、職場の管理監督者（上司その

他労働者を指揮命令する者）をいう。
②　産業医等
　　産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識

を有する医師をいう。
③　衛生管理者等
　　衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。
④　事業場内産業保健スタッフ
　　産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
⑤　心の健康づくり専門スタッフ
　　精神科・心療内科等の医師、精神保健福祉士、心理職等

をいう。
⑥　事業場内産業保健スタッフ等
　　事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づく

り専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をいう。
⑦　事業場外資源
　　事業場外でメンタルヘルスケアヘの支援を行う機関及び

専門家をいう。
⑧　メンタルヘルス不調
　　精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみ

ならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の
健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のあ
る精神的および行動上の問題を幅広く含むものをいう。

⑨　ストレスチェック
　　労働安全衛生法第 66 条の 10 に基づく心理的な負担の

程度を把握するための検査をいう。
⑩　ストレスチェック制度
　　ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施、

集団ごとの集計・分析等、労働安全衛生法第 66 条の 10
に係る事業場における一連の取組全体をいう。

�（参考）労働安全衛生法
第 66 条の 10（心理的な負担の程度を把握するための検査等）
　 　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下この条におい
て「医師等」という。）による心理的な負担の程度を把握するため
の検査を行わなければならない。

２ 　事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当
該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合に
おいて、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意
を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

３ 　事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的
な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定め
る要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望す
る旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省
令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければなら
ない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたこと
を理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

４ 　事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定によ
る面接指導の結果を記録しておかなければならない。

５ 　事業者は、第３項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労
働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で
定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

６ 　事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があ
ると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、
作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ず
るほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は
労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなけ
ればならない。

７ 　厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適
切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

８ 　厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があ
ると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必
要な指導等を行うことができる。

９ 　国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響
に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第２
項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健
康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促
進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

第 69 条（健康教育等）

 　事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者
の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ず
るように努めなければならない。

２ 　労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の
保持増進に努めるものとする。

第 70 条（体育活動等についての便宜供与等）

 　事業者は、前条第１項に定めるもののほか、労働者の健康の保
持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動につ
いての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければな
らない。

第 70 条の 2（健康の保持増進のための指針の公表等）

 　厚生労働大臣は、第69条第１項の事業者が講ずべき健康の保持
増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必
要な指針を公表するものとする。

２ 　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対
し、必要な指導等を行うことができる。
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都道府県に

都道府県名
北海道
青　森
岩　手
宮　城
秋　田
山　形
福　島
茨　城
栃　木
群　馬
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
新　潟
富　山
石　川
福　井
山　梨
長　野
岐　阜
静　岡
愛　知
三　重

011-242-7701
017-731-3661
019-621-5366
022-267-4229
018-884-7771
023-624-5188
024-526-0526
029-300-1221
028-643-0685
027-233-0026
048-829-2661
043-202-3639
03-5211-4480
045-410-1160
025-227-4411
076-444-6866
076-265-3888
0776-27-6395
055-220-7020
026-225-8533
058-263-2311
054-205-0111
052-950-5375
059-213-0711

電話番号 都道府県名
滋　賀
京　都
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山
鳥　取
島　根
岡　山
広　島
山　口
徳　島
香　川
愛　媛
高　知
福　岡
佐　賀
長　崎
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄

077-510-0770
075-212-2600
06-6944-1191
078-230-0283
0742-25-3100
073-421-8990
0857-25-3431
0852-59-5801
086-212-1222
082-224-1361
083-933-0105
088-656-0330
087-826-3850
089-915-1911
088-826-6155
092-414-5264
0952-41-1888
095-865-7797
096-353-5480
097-573-8070
0985-62-2511
099-252-8002
098-859-6175

電話番号

お 知 ら せ

メンタルヘルス対策に
関する情報はこちらから

あかるい職場応援団
パワハラ対策についての総合支援サイト
パワハラの裁判例、他社の取組みなど
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/

〈平成 29 年 1 月現在〉

「こころの耳」
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜
https://kokoro.mhlw.go.jp/

中央労働災害防止協会
事業場におけるメンタルヘルス活動の
推進をお手伝い
（セミナー、社内研修、ストレスチェックなど）
http://www.jisha.or.jp/health/




